
    

  

 

いずれの指標も早期健全化基準を大きく下回っています！ 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第 22 条第１項に基づき、道志村

の財政健全化判断比率と資金不足比率を公表します。 

 

この法律は地方自治体の財政状況を四つの指標（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実

質公債費比率、④将来負担比率）で数値化し、その指標によって破たんの可能性が高い「早期健

全化団体」や、破たん状態にある「財政再生団体」を認定し、再建に向けた計画策定と実施を義

務付ける法律です。 

  道志村では、いずれの指標においても早期健全化基準を下回っているため、「健全」な財政状況

であると判断されます。 

 

健全化判断比率と資金不足比率（      が道志村の状況） 

              ▼0％                ▼早期健全化基準  ▼財政再生基準 

健
全
化
判
断
比
率 

①実質赤字比率 赤字なし 15％ 20％ 

②連結実質赤字比率 赤字なし 20％ 30％ 

③実質公債費比率   9.6％ 25％ 35％ 

④将来負担比率 なし 350％ 

              ▼0％                ▼経営健全化基準 

資
金
不
足
比
率 

簡易水道事業特別会計 赤字なし 20％ 

浄化槽事業特別会計 赤字なし 20％ 

           健全財政（経営）                  不健全財政（経営） 

 

① 実質赤字比率 （早期健全化の警戒ライン 15％） 

一般会計における標準財政規模（※）に対する実質収支の赤字割合で、本村の場合、令和５年

度は 53,025千円の黒字決算となっており、赤字はありませんでした。 

※標準財政規模：村の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模 

 

② 連結実質赤字比率 （早期健全化の警戒ライン 20％） 

一般会計と国民健康保険など全ての特別会計における標準財政規模に対する実質収支の赤字割

合で、本村の場合、令和５年度は 76,467千円の黒字決算となっており、赤字はありませんでし

た。 

 

③ 実質公債費比率 （早期健全化の警戒ライン 25％） 

  標準財政規模に対する地方債の償還に要した一般財源の割合（３年平均）で、本村の場合、令

和 5 年度決算では 9.6％となっています。単年度でみると、前年から 0.7％増加していますが、

３箇年平均では、0.2％減少しています。 

 

④ 将来負担比率 （警戒ラインは 350％） 

  標準財政規模に対する将来負担額（債務合計から充当可能財源を控除して算出）に占める割合

で、本村の場合、債務合計が 3,924,642千円に対して、充当可能財源等が 5,464,754千円で

あり、将来負担額はマイナスとなります。 

 

資金不足比率 

  事業の規模に対する公営企業ごとの資金不足額の割合で、道志村の場合、簡易水道事業特別会

計及び浄化槽事業特別会計が該当となりますが、それぞれ黒字決算となっているため、数値とし

ては算定されません。 

 



各比率の算出方法（以下単位：千円） 

 

①実質赤字比率   ＝                                ÷ 

 

 

 

②連結実質赤字比率  ＝                             ÷ 

 

 

◎各会計の決算状況 

 歳入 

A 

歳出 

B 

翌年度 

繰越財源 C 

実質収支 

＝A－B－C 

普通会計 2,921,121 2,847,776 20,320 53,025 

   一般会計 2,921,121 2,847,776 20,320 53,025 

公営事業会計 655,490 632,322 0 23,168 

 国民健康保険事業会計 389,557 383,340 0 6,217 

介護保険事業会計 217,366 200,415 0 16,951 

後期高齢者医療事業会計 47,958 47,958 0 0 

介護サービス事業会計 609 609 0 0 

公営企業会計 328,231 327,957 0 274 

 簡易水道事業会計 158,614 158,440 0 174 

浄化槽事業会計 169,617 169,517 0 100 

合     計 3,904,842 3,808,055 20,320 76,467 

 

 

 

 

                                                                  － 

 

 

③実質公債費比率  ＝ 

 

                                                         － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        － 

 

 

 

④将来負担比率  ＝ 

 

                                                        － 

 

標準財政規模 

1,426,398 

地方債償還一般財源額  403,311 

公営企業繰入分 

41,633 

一時借入金利子 

1 

一般会計 

361,677 

地方交付税算入額 

289,204 

 

単年度の比率 

R3 9.49546％ 

R4 9.29537％ 

R5 10.03084％ 

 

一般会計 

地方債現在高 

3,031,322 

公営企業債等

繰入見込額 

583,545 

退職手当負担 

見込額 

296,885 

充当可能基金額 

2,664,395 

充当可能特定財源 

302,755 

合計交付税算入額 

2,497,604 

将来負担額合計 3,924,642 充当可能財源等合計 

5,464,754 

地方交付税算入額 

288,836 

 

 

標準財政規模 

1,426,398 

地方交付税算入額 

288,836 

標準財政規模 

1,426,398 

普通会計の実質赤字額 

△53,025 

標準財政規模 

1,426,398 

連結実質赤字額 

△76,467 

③実質公債費比率の算定数値は、令和 5 年度単年度のものです。 

△3.71％ 

△5.36％ 

△135.3％ 

組合負担等 

見込額 

12,890 


